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F-185 リドカイン塩酸塩【ゼリー】（癌性皮膚潰瘍等）の算定について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 次の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】（キシロカインゼリー等）の算

定は、原則として認められる。 

 ⑴ 癌性皮膚潰瘍に対する疼痛緩和時（他剤が無効、又は使用が困難な

場合） 

 ⑵ 癌化学療法又は頭頸部の癌放射線治療時の難治性口内炎 

 

○ 取扱いの根拠 

 キシロカインゼリーは表面麻酔剤で、添付文書の作用機序に「神経膜の

ナトリウムチャネルをブロックし、神経における活動電位の伝導を可逆的

に抑制し、知覚神経及び運動神経を遮断する」旨記載されている。 

 癌性皮膚潰瘍は、皮膚に浸潤又は転移した癌が体表面に表出・潰瘍化し

た状態のもの、難治性口内炎は、抗癌剤又は癌放射線治療の副作用による

免疫力の低下や、抗癌剤又は放射線が口腔内粘膜に直接作用することによ

り発症するもので、これらの傷病名でのキシロカインゼリーの塗布や含嗽

は疼痛緩和に有用と考えられる。 

 以上のことから、上記⑴、⑵の場合のリドカイン塩酸塩【ゼリー】（キシ

ロカインゼリー等）の算定は、原則として認められると判断した。 

 


